
一
頁

○
内
閣
府
告
示
第
五
百
三
十
九
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二

十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地

域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用

地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用

地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
告
示
第
四
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
八
号
の
表
十
一
年
未
満
の
項
中
「
三
％
」
を
「
五
％
」
に
改
め
、
同
表
十
一
年
以
上
の
項
中
「
四
％
」

を
「
六
％
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
号
中
「
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
二
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
号
中

「
処
遇
改
善
等
加
算
」
を
「
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
五
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五
の
四

処
遇
改
善
等
加
算
Ⅱ

当
該
施
設
等
に
お
い
て
、
技
能
及
び
経
験
を
有
す
る
職
員
に
つ
い
て
追
加
的



二
頁

な
賃
金
改
善
を
行
う
場
合
に
加
算
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
千
分
の
七
百
二
十
五
」
を
「
千
分
の
七
百
三
十
四
」
と
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
処
遇
改
善
等
加
算
」
を
「
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
」
に
改
め
、
「
外
部
監
査
費
加
算
」
の
下
に
「
、
処

遇
改
善
等
加
算
Ⅱ
」
を
加
え
、
「
及
び
障
害
児
保
育
加
算
」
を
「
、
障
害
児
保
育
加
算
及
び
施
設
長
に
係
る
経
過

措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
額
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

当
該
施
設
に
お
け
る
平
成
二
十
六
年
度
の
職
員
一
人

当
該
年
度
の
職
員
一
人
当
た
り
の
平
均
勤
続
年
数

割

合

当
た
り
の
平
均
勤
続
年
数

一
年
未
満

一
年
未
満

三
％

一
年
以
上
二
年
未
満

四
％

一
年
以
上
二
年
未
満

二
年
未
満

四
％

四
年
以
上
五
年
未
満

一
年
未
満

三
％

一
年
以
上
二
年
未
満

四
％

四
年
以
上
五
年
未
満

三
％

五
年
以
上
六
年
未
満

四
％

五
年
以
上
六
年
未
満

二
年
未
満

四
％



三
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四
年
以
上
六
年
未
満

七
年
以
上
八
年
未
満

二
年
未
満

四
％

四
年
以
上
六
年
未
満

七
年
以
上
八
年
未
満

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

と
と
も
に
、
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
公
表
す
る
。
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


